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人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が

指定する病原体等の一部を改正する件の公布について

「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する

病原体等の一部を改正する件」については、本日、平成 28 年厚生労働省告示第

１５７号をもって公布され、同日から適用されたところです。

今回の改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者に対して

周知いただくとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。

記

１ 改正の内容

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号。）第６条第２３項の規定に基づき、人を発病させるおそ

れがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定すること。

サルモネラ属エンテリカ血清亜型タイフィＴｙ21a 株

２ 適用期日

平成２８年３月 31 日から適用すること。




